
2020年６月６日改正 

IC カード乗車券取扱規則新旧対照表 

旧 新 

 

本則 

 

本則 

  

第 4 章 効力 第 4 章 効力 

(効力) 

第 17 条 IC カード乗車券取扱区間内にお

いて，ICSF 乗車券を使用して乗車する

場合，次の各号に定めるとおりとす

る。 

(効力) 

第 17 条 IC カード乗車券取扱区間内にお

いて，ICSF 乗車券を使用して乗車する

場合，次の各号に定めるとおりとす

る。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 乗継駅では，出場から再入場まで

の時間が 30 分を超えた場合，乗り継

ぎの取扱いをしない。 

(5) 乗継駅では，出場から再入場まで

の時間が 60 分を超えた場合，乗り継

ぎの取扱いをしない。 

2 (略) 2 (略) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020年６月６日改正 

外国人向け IC カード乗車券取扱規則新旧対照表 

旧 新 

 

本則 

 

本則 

  

第 4 章 効力 第 4 章 効力 

(効力) 

第 17 条 外国人向け IC カード乗車券取

扱区間内において，ICSF 乗車券を使用

して乗車する場合，次の各号に定める

とおりとする。 

(効力) 

第 17 条 外国人向け IC カード乗車券取

扱区間内において，ICSF 乗車券を使用

して乗車する場合，次の各号に定める

とおりとする。 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 

(5) 乗継駅では，出場から再入場まで

の時間が 30 分を超えた場合，乗り継

ぎの取扱いをしない。 

(5) 乗継駅では，出場から再入場まで

の時間が 60 分を超えた場合，乗り継

ぎの取扱いをしない。 

2 (略) 2 (略) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020年６月６日改正 

企画乗車券取扱規則新旧対照表 

旧 新 

 

本則 

 

本則 

  

(時間券の有効時間の特例) 

第 6 条 時間券を使用する旅客が，旅行

中に有効時間を満了した場合は，当該

旅行の終了駅まで有効時間を延長する

ことができる。ただし，IC 規則第３条

第 18 項および外 IC 規則第３条第 15 項

に定める乗換駅において，乗換時間が 

30 分を超えた場合は，当該旅行は終了

したものとみなす。 

(時間券の有効時間の特例) 

第 6 条 時間券を使用する旅客が，旅行

中に有効時間を満了した場合は，当該

旅行の終了駅まで有効時間を延長する

ことができる。ただし，IC 規則第３条

第 18 項および外 IC 規則第３条第 15 項

に定める乗換駅において，乗換時間が 

60 分を超えた場合は，当該旅行は終了

したものとみなす。 

  

 

 

 


